
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金 

交付申請の手引き（令和５年度版） 
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１．ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）とは 

 

ＢＥＬＳ（建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成 28年国土交通省告示第

489号）に基づく第三者認証）において、次に掲げる性能を有する住宅の評価及び認証を受け、

かつ、当該評価通りに施工した住宅のことをいう。 

① 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省 

  令第１号）で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合し、かつ外皮平均熱貫流率 

  が 0.6Ｗ／㎡・Ｋ以下 

② 再生可能エネルギーを除いた基準一次エネルギー消費量削減率が 20％以上 

③ 再生可能エネルギーを導入している 

④ 再生可能エネルギーを加えた基準一次エネルギー消費量削減率が 100％以上 

 

２．助成制度の概要 

（１）助成金を申請することができる方 

① 市内にネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを新築し、若しくは購入し、又は既存住 

宅をネット・ゼロ・エネルギー・ハウスに改修することにより導入し、かつ、当該 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの引渡を、令和 5年 4月 1日（土）から同年 5 

月 21日（日）までの期間に受けた方 

② 税に未納がない方 

 

（２）対象住宅 

   助成金の対象は、ネット・ゼロ･エネルギー・ハウスとします。 

ただし、既に市が交付を実施している助成金の対象となった住宅を除きます。 

 

（３）助成金額 

助成金の額は、20万円（定額）とします。 

 

（４）交付申請 

令和 5年 9月 1日（金）から同年 10月 13日（金）までに、助成金交付申請書及び 

必要書類を地域エネルギー課へ、持参又は郵送してください。郵送にて提出される 

場合、担当部署にて受け取った日を提出日とします。 

 

（５）交付決定 

交付件数 15件 

   ※当該上限を超える交付申請があったときは、抽選を行います。 

   ※抽選で選出されなかった場合、その旨お知らせします。 

 

  



３．交付事務手続 

（１）手続きの流れ 

申請者 必要書類 市地域エネルギー課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

交付申請 交付申請書（様式第１号） 

その他添付書類 

持参又は郵送 

受 領 交付決定通知書 

助成金の請求 交付請求書（様式第６号） 受 付 

支払手続 助成金受理 

（口座振込） 

 

 

受付・審査 

不交付決定通知書 

令和 5 年(2023 年)9 月 1 日から 

令和 5 年(2023 年)10 月 13 日まで 

速やかに請求してください 

請求書提出期限 

令和 5 年 11 月 30 日まで 

対象：引渡を受けた期間 

令和 5 年 4 月 1 日～ 

同年 5 月 21 日 

 

上限を超える交付申請があっ

たときは抽選します。 

抽選で選出されなかった場合

は、その旨お知らせします 

引渡し 

工事完了 

工事着手 

※10 月下旬に通知します 



（２）提出書類 

① 交付申請 

宝塚市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金交付申請書（様式第１号） 

（以下、添付書類） 

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費に係る領収書及び内訳明細書 

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを導入した住宅の全景写真 

・申請者の住民登録を確認できる書類（運転免許証、健康保険証、住民票などの写し） 

・BELS評価書の写し 

・施工証明書 

・売買契約書写し（建売のみ） 

・暴力団排除に関する誓約書（様式第２号） 

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの引渡証明書 

② 助成金交付請求 

・宝塚市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金請求書（様式第６号） 

 

 

（３）書類作成時の留意事項 

① 申請書類には本人が署名してください。本人の署名がない場合は、記名押印してください。 

② 申請書類に訂正箇所がある場合には、修正液を使用したり削ったりせず、当該部分に二重取り消し線

を引き、その付近に自署してください。自署しない場合は、二重取消線の上に申請者の印を押印して

ください。ただし、助成金請求書の訂正はできません。 

③ 提出した書類は必ずコピーをとり、交付決定を受けた年度の翌年度から数えて５年間保管してくださ

い。 

④ 提出いただいた書類は、原則、返却やコピーはできませんのでご注意ください。 


